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（２）生物多様性の保全に向けた取組

３つのレベルの生物多様性

農地 草地 森林 海洋 

コウノトリ 

例えば、ゲンジボタルは、中部山岳地帯を境に発光周期が違い、 
西側では2秒、東側では4秒となっている。 

カエル スギ イサキ 

生態系の多様性 

種の多様性 

遺伝的多様性 

農業の生態系、森林の生態系、 
海洋の生態系等、様々な生態 
系が存在することをいう。 

様々な種類の動物、植物等が 
生息・生育していることをい 
う。 

同じ種のなかでも、個体ごとに 
遺伝子が様々であることをいう。 

生物は、すべて独自の遺伝子をもち、農作物の改良等に実用価値をもつ可能性があることから、遺伝資源とも呼ばれる。 

資料：農林水産省作成 

農林水産省生物多様性戦略のポイント

①生物多様性保全をより重視した農林水産施策の推進、②国民各層に対する農林水産業及び生物多様性への理解の促進、 
③多様な主体による地域の創意工夫を活かした取組の推進、④農林水産業を通じた地球環境の保全への貢献 

基本方針 

これまで これから 

①農林水産業の活動が生物多様性に与える 
　負の影響 

○田園地域・里地里山の保全 

○森林の保全 

○里海・海洋の保全 

○森・川・海を通じた生物多様性保全の推進 

○遺伝資源の保全と持続可能な利用の推進 

○農林水産分野における地球環境保全への貢献 

○農林水産業の生物多様性指標の開発 

・有機農業をはじめとする環境保全型農業の 
　推進（冬期湛水による生物多様性保全）等 
・生物多様性に配慮した生産基盤整備（環境 
　との調和に配慮した水路）等 
・野生鳥獣被害対策（鳥獣の隠れ場所となる 
　農地に接する藪などを刈り払い）等 

・間伐等適切な森林の整備・保全 
・優れた自然環境を有する森林の保全・管理　等 

・藻場・干潟の保全 
・生物多様性に配慮した海洋生物資源の 
　保存・管理　等 

②担い手の減少による農林水産業の活動の 
　停滞（耕作放棄地の増加等）に伴う 
　生物多様性に与える負の影響 

○不適切な農薬・肥料の使用 
 
○経済性や効率性を優先した 
　農地・水路の整備 

○種の減少 
 
○鳥獣被害の深刻化 
 

資料：農林水産省作成 

○埋め立て等による藻場・干 
　潟の減少 

〔三面張りの水路〕 

〔沿岸の埋め立て〕 

〔田んぼに集う生き物〕 
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◇1992年の地球サミット（国連環境開発会議）にあわせて採択された生物多様性
条約によると、生物多様性はすべての生物の間に違いがあることと定義されてお
り、また、生態系、種、遺伝子という3つのレベルでの多様性が存在。
◇生物多様性の保全を重視した農林水産業を強力に推進するため、「農林水産省生
物多様性戦略」を2007年7月に策定。
◇同戦略により、森林、田園地域・里地里山や里海・海洋の保全、森・川・海の生
態系全体を通じた生物多様性の保全等、農業、林業、水産業が一体となって国土
の生物多様性の保全を推進。その内容は、第三次生物多様性国家戦略に反映。
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事例：トキの野生復帰に向けた餌生物の生息環境の整備

新潟県佐渡市
さ ど し

では、我が国において絶滅のおそれのある種の象徴ともなっているトキの野生復
帰に向けた取組が行われている。人工飼育されているトキの個体数は、繁殖技術の確立等により
順調に増加しており、2008年秋には試験放鳥が予定されている。
野生復帰後のトキが自然のなかで生息していくためには、地域住民の十分な理解を得ながら、

河川、水田、水路、営巣木等、トキやその餌となる生物（ドジョウ、ヤマアカガエル、サワガニ
等）の生息環境を整える必要がある。
特に、中山間地域の水田等はトキの餌場として重要であり、ほ場整備の際は、水路と水田の連
続性を確保するための水田魚道や、餌生物の生息場・繁殖場となる江（承水路）を設けるなどの
配慮が行われている。また、冬期湛水や環境保全型農業の取組等により、水田をトキの餌生物を
はぐくむ空間（ビオトープ）として管理するなどの取組も行われている。

水田魚道
水路と水田の連続性を確保

江
餌生物の生息場・繁殖場を確保

冬期湛水
冬期間の餌生物の生息環境の整備

環境保全を重視した農業生産

資料：農林水産省作成 

多様な生物 資源の循環 

農　薬 

化学肥料 

効率的防除 

健全な水環境 豊かな生物 

健全な土 

食べ残し 食料 

人間 

食料 
ふん尿 

わら 

家畜 

飼料 

鳥 
虫 

緑肥 
作物残さ 

微生物 

土壌動物 
無機物 

河川、湖沼、地下水等の水環境 魚 

吸
　
収 

たい肥 

効率的 
な施肥 有機物 

●適正な施肥 
　　　　　等 

●適正な 
　防除の実施 

◇農薬や肥料の不適切な使用は、田園地域や里地里山の自然環境だけでなく、河川
等を通じて水質を悪化させ、漁場環境へも悪影響を与えるなど、生物多様性への
広範な影響が懸念。

◇このため、田園地域や里地里山の生物多様性をより重視した環境保全型農業を推
進する必要。エコファーマーは着実に増加しており、2007年 9 月末には1年前
と比べ 4 割増の15万 5 千件。また、「有機農業推進法」等に基づき、環境負荷
を大幅に削減する取組を推進。

◇一方、農業農村の整備に当たっても、環境との調和に配慮することが必要。
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（３）農地等の農村資源の保全と農村環境の向上

農業、森林、水産業の多面的機能

資料：日本学術会議答申を踏まえ農林水産省で作成 

海域環境モニタリング機能 

伝統漁法等の伝統的文化を継承する機能 

交流等の場を提供する機能 

海域環境の保全機能 

漁獲によるチッソ・リン循環の補完機能 

植物プランクトン 

再資源化 

干潟 

藻場 

チッソ・リン 

災害救援機能 

国境監視機能 
海難救助機能 

気候緩和機能 

水質浄化機能 

物質生産機能 

文化機能 

水質浄化機能 
生態系保全機能 

文化の伝承機能 
水源かん養機能 

水源かん養機能 

生態系保全機能 
有機性廃棄物処理機能 

保健・レクリエーション機能 

生物多様性保全機能 

快適環境形成機能 

土壌侵食防止機能 

地球環境保全機能 

雨水の保水・貯留による洪水防止機能 

土砂災害防止機能/土壌保全機能 

良好な景観の形成機能 

生物多様性保全機能 

土砂崩壊防止機能 

農村資源の概要

農

業
の 自 然循環

機

能

農村地域 

水田、畑等 
　水田の区画整備済 61％ 
　（30a以上） 
　畑の末端農道整備済 73％ 
〔役割〕 
食料の安定供給　国土保全 
有機物分解等物質循環 
美しい景観の形成 

〔役割〕 
集落共同作業の主体 
伝承文化の継承の主体 
 

生物を介した物質循環 
〔役割〕 
・水、大気、物質の循環利用の促進 
　農業生産に伴う環境負荷の軽減 

農業用水、用水路等 
　用水使用量：552億 t 
　基幹的水路：約4万7千km 
　基幹的水利施設：約7千か所 
　ため池：約21万か所 
〔役割〕 
食料の安全供給 
健全な水循環系を形成 
集落内の防火用水、生活用水、 
生態系保全、親水、消流雪用水、 
景観形成等に寄与 
 

自然環境、生物多様性、 
美しい農村景観　等 
〔役割〕 
生き物の生息空間の提供 
ゆとりややすらぎの提供 

資料：農林水産省作成 

農地 農業用水 

家畜排せつ物、集落排水汚泥、 
食品廃棄物等 
〔役割〕物質循環の一部を形成 

有機性資源 

農村の環境と景観 

農村コミュニティ 

◇農業は、食料供給に加え、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等様々な
役割を発揮。農業は、農山漁村地域のなかで林業や水産業と密接なかかわりを有
しており、特に、農林水産業の重要な基盤である農地、森林、海域は、相互に密
接にかかわりながら、様々な多面的機能を発揮。
◇農村は、農地、農業用水等の農業の基礎的資源が存在し、それらが適切に維持・
管理されることによって、生物多様性の保全につながり、地域環境の保全に寄与。
特に水田は、農業用水、水路を含めて、国土の保全、水源のかん養、美しい景観
の形成等様々な役割を発揮しており、地域が一体となって保全していく必要。
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消滅した集落の跡地の資源管理状況

資料：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」（2007年8月公表） 
　注：1999年以降に消滅した191集落のうち、各資源の存在する集落（農地・田畑123集落、集落道路・農道等130集落、用排水路114集落）の管理状況の割合 

用排水路 14.9

13.8

39.0 9.8 6.5 44.7

6.9 50.0 29.2

8.8 36.0 40.4

集落道路・農道等 

農地・田畑 

元住民が管理 他集落が管理 行政が管理 放置 

0 20 40 60 80 100
％ 

（活動組織の設立状況） （地域協議会の設立状況） 

項目 

活動組織数 

組織数、面積 道府県単位 県内ブロック単位 市町村単位 

38協議会 32協議会 

茨城県（4） 

愛知県（9） 

兵庫県（9） 

香川県（3） 

長崎県（7） 

新潟県（31） 

富山県（13） 

福井県（17） 

61協議会 
17,144 

（2,042） 

取組面積 
116万3千ha 

（ 4万6千ha） 

資料：農林水産省調べ 
　注：活動組織の設立状況の（　）内は、営農活動支援を実施する活動組織数及び対象面積（内数） 

農地・水・環境保全向上対策の申請状況（2007年度）

◇1999年以降に消滅した集落の資源、農地は主に元住民に、集落内の道路や用水
路は主に行政に管理されているが、3～4割は管理されずに放置。

◇資源の管理放棄は、国土保全をはじめとする農業の多面的機能の発揮に支障。今
後、その管理のあり方について、周辺集落との連携や多様な主体の参画等、より
広範囲での資源管理の体制の整備を検討することが重要。

◇国民の理解を得つつ、国民共有の財産である農地・農業用水等の資源、さらには
そのうえで営まれる営農活動を一体として、その質を高めながら将来にわたり保
全していくため、2007年度から「農地・水・環境保全向上対策」を実施。

◇2007年度は、17,144の活動組織が設立（46道府県）され、取組面積は116万ha
と農地面積の4分の1。2008年度からは、申請書類の半減等事務手続の大幅な
簡素化が図られ、本対策への取組の拡大が期待。
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（１）世界の食料事情と農産物貿易交渉

第１節 食料自給率の向上と食料の安定供給

穀物の生産量、需要量、期末在庫率等の推移

 （生産量、需要量等（1970年＝100）） 

（期末在庫率の推移） 

指数 
200

180

160

140

120

100

80

60

40
30
20
10
0

25

20

15

10

億ｔ 

％ 

耕地面積 
1人当たり 
耕地面積 

単収 

人口 

1970年 75 80 85 90 95 2000 05

需要量 
（右目盛） 

生産量 
（右目盛） 

資料：国連「World Population Prospects：The 2006 Revision」、米国農務省「Grain：World Markets and Trade（April 2008）」、「PS&D」を基に 
　　農林水産省で作成 

15.0

米国におけるとうもろこしの生産量と使用状況の推移 主要国における遺伝子組換え作物の栽培状況

資料：米国農務省「Feed Grains Database（March 2008）」を基に農林 
　　水産省で作成 
　注：数字は、生産量に占めるバイオエタノール用の割合 

02 03 04 05 06 07

80

60

40

20

0

輸出用 

生産量 

億ブッシェル 
140

120

100

2001年 

25 
% バイオエ 

タノール 
用 

食用、 
工業用、
種子用 

飼料用 

45

30

15

0

49％ 

51％ 

80％ 

20％ 

4,000

2,000

3,000

1,000

0
26％ 

37％ 

63％ 

68％ 

32％ 

89％ 

11％ 

万ha

万ha 万ha

4,000

2,000

3,000

1,000

0

万ha

74％ 

2001年 06

2001年 06

15％ 

85％ 

2001年 06

2001年 06

39％ 

遺伝子 
組換え 
61％ 

（とうもろこし（米国）） 

 （なたね（カナダ）） （ワタ（豪州）） 

（大豆（米国）） 

600

400

200

0

非遺伝子組換え 

資料：米国農務省、国際アグリバイオ事業団、豪州農漁林業省、豪州農業 
　　資源経済局の資料を基に農林水産省で作成 

第Ⅱ章 食料・農業・農村の主な動向

◇世界の穀物の需要量は、人口の増加、所得水準の向上に伴い増加しているが、期
末在庫率は、生産量が主要穀物の連年の不作によって減少したことにより、需要
量を下回る年が続いたため、食料危機といわれた1970年代初めの水準まで低下。
◇今後、開発途上国の人口増加等により、食料需要の一層の増大が見込まれる一方、
生産面では、水資源の不足、地球温暖化の進行等多くの不安定要因が存在。特に、
世界のとうもろこし輸出の6割を占める米国をはじめバイオ燃料の需要増大が世
界の食料需給に多大な影響を及ぼす可能性。
◇一方、食料需要の増大に対し、生産量を確保するため、遺伝子組換え作物の生産
が増大。大豆、とうもろこし等、2006年には1億haを超え、穀物では世界の作
付面積の15％。非遺伝子組換え作物に対する需要が高い我が国にとって、今後、
その安定的な確保が困難となる可能性。
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我が国と主な国の農産物貿易額（2005年）

391 16

166

380

17

276

70

189

269

373

471

93

287

55

700 500 300 100 100 300 500 700 0 
億ドル 

44

33

（輸入額） （輸出額） （純輸入額） 

（376） 

（206） 

（91） 

（76） 

（11） 

（▲5） 

（▲14） 

（▲145） 

（▲236） 

資料：FAO「FAOSTAT」、中国農業部「農産品進出口年度総値表」を基に農林水産省で作成 
　注：中国は、水産物を含む 

日本 

英国 

ドイツ 

韓国 

中国 

米国 

インド 

豪州 

ブラジル 

577572

主な輸入農産物の生産に必要な海外の作付面積 食事メニューごとに必要な仮想水の量（1人分）
0 200 400 600 800 1,000 1,200

1,245

465

1,400

資料：農林水産省「食料需給表」、｢耕地及び作付面積統計」、「日本飼養標準」、財務省 
　　「貿易統計」、FAO「FAOSTAT｣、米国農務省「Year book Feed Grains」、 米国国 
　　家研究会議（NRC）「NRC飼養標準」を基に農林水産省で作成 
　注：1）単収は、FAO「FAOSTAT」の2003～05年の各年の我が国の輸入先上位3か国 
　　　  の加重平均を使用。ただし、畜産物の粗飼料の単収は、米国農務省「Year book  
　　　  Feed Grains」の2003～05年の平均 
　　　2）輸入量は、農林水産省「食料需給表」の2003～05年度の平均 
　　　3）単収、輸入量ともに、短期的な変動の影響を緩和するため3か年の平均を採用 
　　　4）（　）内は我が国の作付面積（2007年） 

海外に依存している 
作付面積（試算） 
（2003～05年平均） 

国内耕地面積 
（2007年） 

田 
253

小麦 
 
208 
（21） 

大豆 
 
176 
（14） 

とうも 
ろこし 
182 
（0） 

なたね、 
大麦等 
279 
（7） 

畜産物 
（飼料穀物換算） 

399 
（90） 

畑 
212

万ha 

資料：東京大学生産技術研究所の沖大幹教授等のグループ 
　　　による試算 
　注：1）仮想水（バーチャルウォーター）とは、ある国が 
　　　　輸入している品目を自国で生産すると仮定した場合 
　　　　に必要な水資源量 
　　　2）仮想水の欄の（　）内は、風呂（180R）に換算し 
　　　　た場合の杯数 
　　　3）輸入仮想水の割合は、食材に占める輸入割合（自 
　　　　給率は2006年度）から算出 

1,887   
（10.5） 

68

1,095   
（6.1） 

69

168   
（0.9） 

89

396   
（2.2） 

79

メニュー 
仮想水 
（R） 

輸入仮想水 
（％） 

牛丼（並） 

カレーライス 

アイスクリーム 

オレンジジュース 
　（200mR） 

◇我が国の農産物輸入額は、円高の進展や世界的な貿易自由化の流れのなか、食生
活の多様化等を背景として増加し、2007年には過去最高の5兆5,304億円。

◇また、米国（全輸入額の31％）、EU（同13％）、中国（同13％）、豪州（同9％）、
カナダ（同6％）の上位5位の国・地域で7割強を占め、特定国に依存した構造。

◇我が国は、国内の農地の2.7倍に相当する農地1,245万haを海外に依存。一方、
輸入農産物の生産には、国内の農業用水使用量（552億m3）を超える海外の水が
必要。牛丼（並）1杯に必要な水の68％は海外に依存。

◇不測の事態に備え、平素から農地や農業用水を確保しつつ、担い手の育成、確保、
農業技術水準の向上等を図り、食料供給力を強化する必要。
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仮に、輸入が完全に途絶する事態に陥ったとき、肉類や野菜から、いも類等の熱量効率の高
い作物に生産転換することで、国内生産のみで国民1人1日当たり2,020kcalの熱量供給が可
能であると試算されています。この熱量で最低限必要な熱量は確保されますが、食事内容は、
現在とかけ離れたものになります。

2,020kcalの食事の例

食料をめぐる世界情勢に変化のきざしがみられるなか、毎日の生活に欠くことのできない食
料について、世界の状況を正確に把握したうえで、国民に対する食料の安定供給の確保を図る
ための方向性について議論し、食料問題に関する認識を国民全体で共有するため、食料につい
ての生産・流通・消費の専門家のほか、学識経験者を交えた「食料の未来を描く戦略会議」
（食料・農業・農村政策推進本部長（内閣総理大臣）決定により、農林水産大臣主催）が2007
年7月から2008年 5月まで開催されました。
合計 5回の会合を通じて、世界の食料需給の現状と将来の見通し、食料の6割を輸入する我
が国の食料供給に及ぼす影響などが議論され、食料の未来を確かなものとするために関係者が
取り組むべき事項が国民へのメッセージとして取りまとめられ、生源寺座長から、食料・農
業・農村政策推進本部長である福田内閣総理大臣に報告されました。
また、このメッセージを受けて、食料・農業・農村政策推進本部においては、2008年度の

政策方針である「21世紀新農政2008」が決定され、食料供給力の強化を含む食料の安定供給
に向けて、関係府省庁が一体となって取り組んでいくこととなりました。

食料の不測時の対応

食料の未来を描く戦略会議

朝　食 昼　食 夕　食 

加えて 

資料：農林水産省「パンフレット「いざという時のために」～不測時の食料安全保障について～｣ 

茶碗1杯 

ぬか漬け1皿 

粉吹きいも1皿 

朝　食 

果物 
（りんご1/4個分相当） 

蒸かしいも1個 

昼　食 

茶碗1杯 
焼きいも1本 

夕　食 

うどん2日に1杯、みそ汁2日に1杯、納豆3日に2パック、牛乳6日にコップ1杯、たまご7日に1個、食肉9日に1食 

焼きいも2本 

焼き魚1切 

加えて、 

世界の食料需給をめぐる状況が大きく変化 

世界 
市場 

他の輸入国 

日本 

国内生産 

国内消費 

輸出国 

国内生産 

国内消費 バイオ燃料 

輸出国が特定の国に 
限られるため、国際 
価格が大きく変動 

他の輸入国 
と食料を奪 
い合い 

食料確保のため 
高価格でも輸入 
せざるを得ない 

自給率 
39％ 

国内供給 
を最優先 

途上国を中心とする 
人口と所得の増加に 
より、食料需要が拡大 

基本的に 
は、余剰 
分を輸出 

資料：農林水産省作成 
　注：食料の未来を確かなものにするために―食料の未来を描く戦略会議メッセージP55、56を参照 

食料の未来を描く戦略会議委員 

大木美智子　消費科学連合会会長 
川勝　平太　静岡文化芸術大学学長 
木場　弘子　キャスター、千葉大学特命教授 
佐々木孝治　ユニー㈱取締役会長 
澤浦　彰治　グリンリーフ㈱代表取締役社長 
生源寺眞一　東京大学大学院 
　　　　　　　農学生命科学研究科長・農学部長 
高田万由子　タレント、女優 
ももせいづみ　生活コラムニスト 
養老　孟司　東京大学名誉教授 
米倉　弘昌　住友化学㈱代表取締役社長 
 （五十音順、敬称略） 

（座長） 

（座長代理） 
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モダリティ交渉 

2000年3月 12月 01年11月 03年9月 04年7月 05年12月 06年7月 
～07年1月 

7月 9月～08年1月 2月 08年内？ 

＜現時点＞ 

資料：農林水産省作成 
　注：1）枠組みとは、関税削減率等の数字や詳細な要件等が入った具体的なルールを決める前提となる大枠 
　　　2）モダリティとは、国内補助金、関税の具体的な削減率等、各国に共通に適用されるルール 
　　　  （例：重要品目数は●％、関税割当の拡大幅は国内消費量の▲％） 
　　　3）譲許表とは、各国ごとに、個別具体的に関税率等を決定し、関税率の上限（譲許税率）を列記した表。加盟国は、ラウンド交渉でこの譲許表に 
　　　  ついて最終的に合意することを目指して交渉する。 
　　　  （例：品目Ａ、品目Ｂを重要品目に指定し、品目Ａの関税率を○％削減し、関税割当を△ｔ拡大） 
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WTO農業交渉の流れ

我が国のEPA/FTAをめぐる状況

シンガポール 

03 04 05 06 07 08

メキシコ 

マレーシア 
チリ 

タイ 

韓国 
GCC
ベトナム 

インド 
豪州 
スイス 

フィリピン 
ブルネイ 
インドネシア 
ASEAN全体 

資料：農林水産省作成 
　注：1）韓国とは2004年11月以降交渉が中断 
　　　2）GCC（湾岸協力理事会）加盟国：バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦 

発
効
・
署
名
・
妥
結
 

交
渉
中
 

☆署名 
（1月） 

☆署名完了 
（4月） 

2002年 
★発効（11月） 

交渉（11月～） ★発効 
（4月） 

追加議定書 
交渉（6月～） 

交渉（1月～） 

交渉（2月～） 

交渉（12月～） 

交渉（9月～） 

交渉（1月～） 

交渉（1月～） 

交渉（4月～） 

交渉（5月～） 

交渉（2月～）○大筋合意（11月） 

★発効（7月） 

交渉（2月～） 

見直し交渉（4月～） ★発効（9月） 

★発効（4月） 

★発効（9月） 

★発効（11月） 

☆署名（3月） 

☆署名（9月） 

☆署名（3月） 

☆署名（4月） 

☆署名（6月） 

☆署名（8月） 

交渉（4月～） 

交渉（7月～） ○大筋合意（11月） 

○大筋合意（8月） ☆妥結（11月） 

☆署名（9月） 

交渉（6月～） ○大筋合意    （12月） 

☆署名（12月） 

☆署名（9月） 

◇WTO農業交渉は、モダリティ確立に向け、2008年2月にファルコナー農業交渉
議長が議長案テキスト改訂版を提示するなど、まさに正念場に。

◇我が国は、「多様な農業の共存」を基本理念とし、輸入国と輸出国のバランスの
とれた貿易ルールの確立を目指し、「攻めるところは攻める、守るところは守る」
という姿勢で､国内農業の構造改革の進捗状況に留意しつつ､戦略的かつ前向きに
対応。

◇EPA（経済連携協定）／FTA（自由貿易協定）交渉は、WTOの多角的貿易体制を
補完するものとして推進。特に、アジア諸国とのEPAは、市場アクセスの改善
と農林水産業協力を組み合わせて交渉。

◇我が国は、「守るべきもの」はしっかり「守る」との方針のもと、国内農業の構
造改革の進捗状況にも留意しつつ、政府一体となって各国・地域との交渉に戦略
的に取組。
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（２）食料自給率の向上と安全な食料の安定供給

資料：農林水産省「食料需給表」、FAO「Food Balance Sheets」を基に農林水産省で作成 
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資料：農林水産省「食料需給表」 
　注：［　］内は国産熱量の数値 

1,090kcal［1,090kcal］ 

157kcal［74kcal］ 

159kcal［52kcal］ 

292kcal［81kcal］ 

196kcal［60kcal］ 

99kcal［108kcal］ 
74kcal［74kcal］ 
55kcal［23kcal］ 
39kcal［34kcal］ 

298kcal［204kcal］ 

595kcal［561kcal］ 

394kcal［63kcal］ 

368kcal［13kcal］ 

320kcal［42kcal］ 

205kcal［66kcal］ 

130kcal［77kcal］ 

76kcal［58kcal］ 
79kcal［20kcal］ 
65kcal［23kcal］ 

315kcal［74kcal］ 

米　100%

米　94％ 

畜産物　47％ 45％ 

51％ 

油脂類 
33％ 

小麦 
28％ 

砂糖類 
31％ 

野菜　100％ 
大豆　41％ 
果実　86％ 

その他　68％ 

油脂類  　4％ 

小麦　13％ 

砂糖類 
32％ 

魚介類　59％ 

野菜　76％ 
大豆　25％ 
果実  35％ 

その他 
23％ 

畜
産
物
 　
 
16 
％ 

自給部分 

輸入飼料による 
生産部分 

輸入部分 

供給熱量　2,459kcal/人・日 
［国産熱量　1,799kcal/人・日］ 

供給熱量　2,548kcal/人・日 
［国産熱量　   996kcal/人・日］ 

（
供
給
熱
量
割
合
）
 

（
供
給
熱
量
割
合
）
 

（品目別供給熱量自給率） 
【1965年度】（食料自給率73％） 

（品目別供給熱量自給率） 
【2006年度】（食料自給率39％） 

魚介類　110％ 

◇供給熱量ベースの食料自給率の長期的な低下は、食生活が大きく変化し、国内生
産では供給困難な農産物の輸入が増加したことが影響。
◇国民1人1日当たりの供給熱量の変化をみると、自給可能な米の割合が低下する
一方、畜産物や油脂類の割合が上昇。



第１節　食料自給率の向上と食料の安定供給第１節　食料自給率の向上と食料の安定供給

28

主な食料の品目別輸入率の推移
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資料：農林水産省「食料需給表」を基に農林水産省で作成 
　注：1）輸入率＝輸入量/（国内生産量＋輸入量）×100 
　　　2）輸入量については、生鮮換算等された数値 

701965年度 75 80 85 90 95 2000 06 
（概算） 

06 
（概算） 

70 75 80 85 90 95 20001965年度 

野菜の国内生産量と国内消費仕向量 食料品等の輸入額とうち加工食品類の割合

資料：農林水産省「食料需給表」 
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資料：（独）日本貿易振興機構が財務省「貿易統計」を編集・加工した 
　　資料を基に農林水産省で作成 
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加工食品類以外 

食料品等の輸入額に占める 
加工食品類輸入額の割合（右目盛） 

加工食品類 

◇国内生産の減退も食料自給率の低下に影響。その要因は、米の消費減少に伴う生
産の減少が大きいが、食の外部化が進展するなか、外食・中食や食品加工業等に
おける加工・業務用需要の高まりに、国内生産が十分に対応できなかったことも
影響。

◇1985年ごろからは、円高の進展等により、果実、肉類、牛乳・乳製品、野菜の
輸入率が増加。野菜の場合、国内生産量と国内消費仕向量のかい離が拡大、また、
加工食品の輸入も増加し、食料品等の輸入額は国内の農業・漁業生産額の半分に
相当。

◇一方、供給熱量ベースの畜産物自給率は、輸入飼料により生産された畜産物は計
算上国産熱量に算入されないため、飼料自給率の影響を受けるという特徴。
特に、1965年からの10年間は、畜産物の国内生産の増大に伴う輸入飼料の需要
増により、飼料自給率は大幅に低下（重量ベース1965年55％→1975年34％）し、
畜産物自給率の低下（同90％→77％）にも影響。
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事例：稲発酵粗飼料の生産の取組

福井県福
ふく

井
い

市
し

の農業法人は、転作作物として生産した稲
発酵粗飼料を市内の畜産農家に供給している。
3年前に市内の畜産農家と稲発酵粗飼料の生産について

協議を始め、2006年4 haで生産を開始したが、近年の飼
料価格の高騰を背景に2007年度は20haに拡大した。稲の
栽培技術や機械をそのまま利用できるうえ、助成金を含め
ると麦、大豆といった転作作物より収益性が高く、主食用
米と同程度の収益性を実現している。ユーザーである地元
の畜産農家からも、牛のし好性が良く乳量も増加したとの
高い評価を得ており、飼料自給率の向上に寄与している。
現在は主食用品種を活用し生産しているが、2008年度

からは飼料用稲品種を導入する予定であり、さらなる収益
性の向上を図ることとしている。

収穫作業の様子

食料自給率向上に向けた戦略的取組の強化

資料：農林水産省作成 

米粉利用の推進を 
含む米の消費拡大 

○米粉パン、米粉麺等の米粉利用の推進、「朝ごはんビジネス」の支援等に
よる米の消費拡大（関連業界等と連携） 

飼料自給率の向上 

○緑肥作物の飼料への転換、耕作放棄地や水田裏作における飼料作物作付け
の普及・促進 

○リサイクル・ループの活用等によるエコフィードの増産 
○稲発酵粗飼料（稲WCS）の作付拡大、飼料用米の利用拡大 

油脂類の過剰摂取 
の抑制等 

加工・業務用需要 
に対応した野菜の 
生産拡大 

○加工・業務用のモデル産地形成を促進、新たな品目の追加等による対応の
強化 

○加工・業務用野菜の生産に取り組む産地の共同利用施設の整備等を強化 

食育の一層の推進 ○食事バランスガイドと教育ファームの展開による食育の一層の推進 

国民運動を展開 
するための 
戦略的広報の推進 

○国民の食料自給率向上への関心が高まるよう、メディアミックス（多様なメ
ディアを効果的に組み合わせた広報）の手法を活用するなどの戦略的な広
報活動を実施 

○油脂類の使用を大きく節約できる業務用フライヤーの普及に向けた食品産
業界への働きかけの実施 

◇食料・農業・農村基本計画では、食料として国民に供給される熱量の5割以上を
国産で賄うことを目指しつつ、当面の実現性を考慮し、2015年の食料自給率目
標として供給熱量ベースで45％とする目標を設定。
◇食料自給率の向上に向けて、①米粉利用の推進を含む米の消費拡大、②飼料自給
率の向上、③油脂類の過剰摂取の抑制等、④加工・業務用需要に対応した野菜の
生産拡大、⑤食育の一層の推進、⑥国民運動を展開するための戦略的広報の推進
を集中重点事項と位置付け、生産・消費両面から国民運動として取組を強化。
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小学生の朝食の摂取と正答率

％ 
100
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40

国語A

83 78
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55
48 44

国語B

どちらかというと、 
している 

している 
あまりして 
いない 

全くして 
いない 

％ 
100

80

60

40

0 0
算数A

84
78

72
66 65

58
52

47

算数B
資料：文部科学省「平成19年度全国学力・学習状況調査」（2007年4月調査） 
　注：1）小学校第6学年、中学校第3学年の約225万人の児童生徒を対象として実施 
　　　2）国語（算数）Ａは、身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実生活において不可欠であり常に活用できる

ようになっていることが望ましい知識・技能等（主として「知識」に関する問題）を中心として出題 
　　　3）国語（算数）Ｂは、知識・技能等を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決の構想をたて実践し評価・改善する力等にかか

わる内容（主として「活用」に関する問題）を中心として出題 

食育の実践度

資料：内閣府「食育に関する意識調査」（2007年5月公表） 
　注：全国20歳以上の男女3千人を対象として実施（回収率61.0％） 

100806040200
％ 

積極的にしている 

実践している 

できるだけするようにしている あまりしていない 

したいと思っているが 
実際にはしていない 

したいと思わないししていない 

わからない 

12.1 43.6 26.4 9.3 5.5 3.0

食事バランスガイドの認知度及び参考度

資料：（財）食生活情報サービスセンター「平成17年度食行動等実態調査」（2006年1月調査）、（社）農山漁村文化協会「平成18年度 
　　 ｢食事バランスガイド｣等の普及状況調査郵送モニター調査編」（2007年2月調査）を基に農林水産省で作成 
　注：1）2005年度は、東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女2,100人を対象として実施（回収率87.3％） 
　　　2）06年度は、東京圏・近畿圏及び地方圏に居住する満20歳以上70歳未満の男女2,500人を対象として実施（回収率91.8％） 

100806040200
％ 

2005年度 

06

4.5

7.8 5.1 27.9 57.3

2.1

1.8

18.52.9

食事バランスガイドを内容を含め知っている 
名前程度なら聞いたことがある 

《参考にしている》 
《参考にしていない等》 

知っている 

食事バランスガイドを知らない　71.8

その他、無回答 

◇朝食の欠食は、1回の食事の摂取量の増加、過食につながる可能性や生活習慣病
の発症を助長するなどの問題。毎日朝食をとる子どもは、学力調査の正答率や持
久力が高い傾向。子どもの生活習慣の乱れが、学習意欲や体力、気力の低下の要
因の一つとして指摘。

◇食育は、国民運動として推進することが重要。食育を実践している人は6割。
◇「食事バランスガイド」を認知している人は4割と増加しており、参考にしてい
る人も増加傾向。また、参考にしたい意向の人は9割。

◇「食事バランスガイド」を効果的に活用し、米を中心として水産物、畜産物、野
菜等の多様な副食から構成される「日本型食生活」の実践を促進することは、健
全な食生活の実現、ひいては食料自給率の向上に資する。

◇「教育ファーム」での農林漁業体験の取組を推進し、食に関する関心や理解を増進。
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農産物直売所利用者の利用動向

資料：（財）都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所の 
　　お客様に対する利用動向アンケート調査」（2007年3月公表） 
　注：全国3店舗（都市部、都市近郊及び農村部店）の農産 
　　物直売所の利用者571人から回答 

（地産地消の認知度及び実践度） 

実践を 
心がけ 
ている 
61％ 

心がけ 
ていない 
20％ 

理解して 
いない 
10％ 

知らな 
かった 

6％ 
4％ 

聞いたこ 
とはある 

未回答 
9％ 

理解している 
81％ 

直売所と経営を同一にする付帯施設

資料：（財）都市農山漁村交流活性化機構「平成18年度農産物直売所（常設・有 
　　人・周年営業）の運営内容に関する全国実態調査」（2007年3月公表） 
　注：全国の農産物直売所4,645店を対象として実施（回収率30.0％） 

食堂・レストラン 

加工施設 

研修・実習施設 

簡易食堂 

体験農園 

温泉施設 

宿泊施設 

その他 

0 10 20 30 40 50
％ 

12.4

5.7

9.5

14.9

18.6

18.5

41.1

44.8

週当たり米飯給食の実施回数と米消費量

資料：文部科学省「米飯給食実施状況調査」（2006年）、厚生労働省「国民健康・栄養調査」（2003～05年平均）を基に農林水産省で作成 
　注：「関東Ⅰ」は埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県。「関東Ⅱ」は茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県。 
　　　「近畿Ⅰ」は京都府、大阪府、兵庫県。「近畿Ⅱ」は奈良県は和歌山県、滋賀県。「北九州」は福岡県、佐賀県、 
　　長崎県、大分県。「南九州」は熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 
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◇地産地消は、地域で生産された農産物を地域で消費するだけでなく、生産と消費
を結び付け、「顔が見え、話ができる」関係づくりを行う取組。

◇農産物直売所は全国で1万4千施設あり、年間延べ2億3千万人が利用。食堂・
レストラン等付帯施設が併設されている割合が高く、地域の農業や関連産業の活
性化を図る取組としても重要。
◇農産物直売所利用者の8割以上は「地産地消」の意味を理解。地産地消の理解度
や実践度に高まり。
◇地産地消の推進には、農産物直売所と並び、学校給食における取組が重要。学校
給食での地元農産物の使用割合（都道府県単位）は、食育推進基本計画において
2010年度までに30％以上とする目標を設定。
◇また、米飯給食は、実施回数の目標は週当たり3.0回程度。米飯給食の週当たり
の実施回数と一人当たりの米の消費量には、一定の相関。地元農産物の利用拡大
の取組が円滑に進むよう、多くの利害関係者を調整するコーディネーター等の人
材育成が重要。
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食品廃棄物等の発生量と再生利用量の推移

資料：農林水産省「食品循環資源の再生利用等実態調査」 
　注：（　）内は、食品廃棄物等の発生量に占める割合 

2002年度 03 04 05 06

万ｔ 
再生利用量のうち 
食品リサイクル法で規定している用途 

1,131.4 1,134.8 1,135.8 1,136.2 1,135.2
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食品リサイクル法改正による再生利用事業計画の認定制度の見直し

A市 

改正前 

E市 

〔     廃棄物処理法の収集運搬業（一廃）の許可不要特例〕 
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資料：農林水産省作成 

A市 

改正後 

E市 

〔     廃棄物処理法の収集運搬業（一廃）の許可不要特例〕 
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ループの完結 

◇食品リサイクル法は、食品循環資源＊1の再生利用と食品廃棄物等の発生抑制・減
量により循環型社会を構築することを目的として、2001年に施行。

◇2006年度の食品廃棄物等の再生利用率は、食品産業全体で59％まで上昇してい
るが、食品廃棄物等の発生量は約1,100万ｔと抑制が進んでいるとは言い難い状況。

◇2007年に食品リサイクル法が改正され、食品関連事業者に対する国の指導監督
を強化し、毎年度、同法に基づく取組状況等について報告することを義務付け。
また、個別事業者の再生利用等実施率目標を実施状況に応じて設定。

◇今回の食品リサイクル法改正では、食品関連事業者の店舗等で発生した食品循環
資源を肥料や飼料として再生利用し、それを利用して生産された農畜水産物等を
同じ食品関連事業者が利用する「リサイクル・ループ」の構築を促進。

＊１ 食品循環資源とは、食品廃棄物（食品の製造過程で発生する残さ、外食過程で発生する食べ残し等）のうち、肥
料・飼料等への再生利用により資源として有効利用されるもの。
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（３）食の安全と消費者の信頼の確保

生産段階から加工・流通段階にわたる安全確保の徹底

資料：農林水産省作成 

生産段階 加工・流通段階 

生産者 食品 消費者 農畜水産物 

農林水産省 
（生産、流通及び消費の改善を通じた安全確保） 

連携 
農林水産省 

（生産工程における規制等） 
厚生労働省 

（食品衛生規制等） 

食品安全委員会 
（人の健康に与える影響の科学的評価） 

GAP手法導入・推進に向けた施策

資料：農林水産省作成 

情報交換 

普及・啓発 

実践支援 

○農林水産省ホームページに専用コーナーを開設 ○「GAP手法導入・推進会 
　議」を開催し、国の取組 
　方針を周知するとともに、 
　情報共有、意見交換を通 
　じて国全体としてGAP手 
　法の導入・推進を図る。 

○GAP手法推進パンフレットの配布 
○全国的に汎用性の高い基礎的な 
　GAP手法モデル（基礎GAP）の公表 

○「GAP手法導入マニュアル」の公表 
○普及指導員を対象とした研修 
○「食の安全・安心確保交付金」による実証産地の支援 

注：GAPとは、農業者自らが、（1）農作業の点検項目を決定し、（2）点検項目に従い農作業を行い、記録し、（3）記録を点検・評価し、改善点を見出し、
（4）次回の作付けに活用するという一連の「農業生産工程管理手法」（プロセスチェック手法） 

◇安全な食品を消費者に提供するためには、生産から食卓までを通じて安全確保の
徹底が必要であり、問題・事故の未然防止を図るリスク管理が必要。
◇食品の安全確保に当たっては、生産工程の各工程を記録・点検することにより品
質管理を行う工程管理手法を積極的に導入・推進する必要。

◇食品産業においては、食品の安全性確保のために、HACCP
ハ サ ッ プ

（危害分析・重要管
理点）手法の導入が重要。
◇一方、農業生産現場においては、農業生産工程全体を適切に管理していくため、
GAP
ギ ャ ッ プ

（農業生産工程管理手法）の導入を推進しており、2011年度までに野菜・
果樹や米麦等の主要な産地（2千産地）においてGAP手法の導入を目指す。


